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新株予約権新株予約権新株予約権新株予約権のののの発行発行発行発行にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

 
当社は、平成 14 年６月 27 日開催の当社第 10 期定時株主総会において承認されました商法第
280 条ノ 20 および第 280 条ノ 21 の規定に基づくストックオプションとして発行する新株予約権
につき、本日開催の当社取締役会において、具体的な発行内容を決定いたしましたのでお知らせ
いたします。 

記 
 
１．新株予約権の発行日 平成 15 年１月７日 
２．新株予約権の発行数 266 個 

(新株予約権１個当たりの目的となる株式数１株) 
３．新株予約権の発行価額 無償とする。 
４．新株予約権の目的たる株式の種類及び数 当社普通株式 266 株 
５．新株予約権の行使に際して払込みをなすべ

き金額 
本新株予約権の行使の目的となる株式１株当た
りの払込金額（以下、「行使価額」という。）は、
平成 14 年 12 月の各日（取引が成立しない日を除
く。）の東京証券取引所における当社の普通株式
の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額
とし、１円未満の端数は切り上げる。但し、その
金額が本新株予約権発行の日の東京証券取引所
における当社の普通株式の普通取引の終値（取引
が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値
とする。）を下回る場合は、本新株予約権発行の
日の終値とする。 

６．新株予約権の行使期間 平成 16 年６月 28 日から平成 21 年６月 27 日まで 
７．新株予約権の行使によって新株を発行する

場合におけるその新株の発行価額中資本に
組み入れない額 

１株当たりの行使価額に 0.5 を乗じた価額 
(１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り
捨てた額) 

８．新株予約権の割当対象者 当社の取締役、監査役及び従業員 
合計 36 人 

 
【ご参考】 
(1)定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成 14 年５月 27 日 
(2)第 10 期定時株主総会決議日 平成 14 年６月 27 日 

以  上 


